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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 3月 15日 (2007.3.15)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 他 の ゲ ー ム ユ ニ ッ ト と リ
ン ク さ れ た ゲ ー ム ユ ニ ッ ト に お い て 音 響 を 遠 隔 で 作 動 さ せ る シ ス テ ム で あ っ て 、
　 プ レ ー ヤ ー の 行 動 に よ っ て 設 定 さ れ る １ 個 以 上 の 音 響 ビ ッ ト と 、
　 ビ デ オ ゲ ー ム ネ ッ ト ワ ー ク に よ っ て １ 個 以 上 の 音 響 ビ ッ ト を リ モ ー ト ビ デ オ ゲ ー ム
に 送 信 す る た め の 命 令 と 、
　 音 響 ビ ッ ト を 記 憶 す る た め の リ モ ー ト ビ デ オ ゲ ー ム に お け る 状 態 テ ー ブ ル と 、
　 音 響 ビ ッ ト を 読 み 取 り た め の
コ マ ン ド と を 備 え た シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 音 響 ビ ッ ト が ３ ビ ッ ト で あ る 請 求 項 １ 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 ビ デ オ ゲ ー ム が 自 動 車 運 転 ゲ ー ム で あ り 請 求 項 １ 記
載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 状 態 テ ー ブ ル が ３ ２ 外 観 ビ ッ ト よ り な る 請 求 項 １ 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　
【 請 求 項 ６ 】
　

【 請 求 項 ７ 】
　

【 請 求 項 ８ 】
　

音 響 ビ ッ ト を 記 憶 す る た め の プ ロ セ ッ サ お よ び メ モ リ を 有 し 、

前 記

前 記 前 記
前 記 音 響 を 発 生 さ せ る 前 記 リ モ ー ト ビ デ オ ゲ ー ム に お け る

前 記

前 記 リ モ ー ト 自 動 車 の 指 標 を 備 え る

前 記

前 記 ゲ ー ム ユ ニ ッ ト が 自 動 車 運 転 ゲ ー ム で あ る 請 求 項 １ 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 リ モ ー ト ビ デ オ ゲ ー ム が 、 前 記 自 動 車 運 転 ゲ ー ム に お い て 前 記 自 動 車 の 指 標 が 互 い
に 所 定 の 距 離 内 に あ る 時 に 前 記 音 響 ビ ッ ト を 発 生 す る た め の 命 令 を 備 え た 請 求 項 ３ 記 載 の
シ ス テ ム 。

前 記 リ モ ー ト ビ デ オ ゲ ー ム が 前 記 １ 個 以 上 の 音 響 ビ ッ ト を 話 さ れ た 言 葉 と 相 関 さ せ る テ
ー ブ ル を 備 え る 請 求 項 １ 記 載 の シ ス テ ム 。

音 響 と 対 応 し た １ 個 以 上 の デ ー タ ビ ッ ト と そ れ ぞ れ リ ン ク さ れ た 自 動 車 の 指 標 と 、



　

　

　
【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
　

【 請 求 項 １ １ 】
　
　

　
　
　
　

【 請 求 項 １ ２ 】
　
【 請 求 項 １ ３ 】
　
【 請 求 項 １ ４ 】
　
【 請 求 項 １ ５ 】
　

　

　
　
　
　

【 請 求 項 １ ６ 】
　

【 請 求 項 １ ７ 】
　
【 請 求 項 １ ８ 】
　

【 請 求 項 １ ９ 】
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１ 個 以 上 の デ ー タ ビ ッ ト が 第 １ の 自 動 車 の 指 標 に 設 定 さ れ た か を 決 定 す る た め の 第 １ の
命 令 と 、

設 定 さ れ た 前 記 １ 個 以 上 の デ ー タ ビ ッ ト に 対 応 し 、 前 記 ビ デ オ ゲ ー ム 内 で の 前 記 第 １ の
自 動 車 の 指 標 か ら 第 ２ の 自 動 車 の 指 標 ま で の 距 離 を 計 算 し 、 前 記 第 １ の 自 動 車 の 指 標 が 前
記 第 ２ の 自 動 車 の 指 標 か ら 所 定 の 距 離 内 に あ る 場 合 は 生 成 さ れ た 前 記 １ 個 以 上 の デ ー タ ビ
ッ ト と 対 応 し た 音 響 を 生 じ る た め の 第 ２ の 命 令 と 、

を 備 え た ビ デ オ ゲ ー ム ユ ニ ッ ト 。

前 記 １ 個 以 上 の デ ー タ ビ ッ ト が ３ デ ー タ ビ ッ ト で あ る 請 求 項 ８ 記 載 の ビ デ オ ゲ ー ム ユ ニ
ッ ト 。

前 記 第 １ の 自 動 車 の 指 標 と 前 記 第 ２ の 自 動 車 の 指 標 と の 前 記 距 離 が 各 指 標 の 状 態 テ ー ブ
ル に 記 憶 さ れ た 位 置 情 報 に よ り 計 算 さ れ る 請 求 項 ８ 記 載 の ビ デ オ ゲ ー ム ユ ニ ッ ト 。

ゲ ー ム ユ ニ ッ ト ネ ッ ト ワ ー ク に お け る ゲ ー ム ユ ニ ッ ト に 音 響 を 生 成 す る 方 法 で あ っ て 、
第 １ の ゲ ー ム ユ ニ ッ ト か ら ゲ ー ム ユ ニ ッ ト ネ ッ ト ワ ー ク 上 で 第 １ の プ レ ー ヤ ー の 運 転 す

る 自 動 車 の 指 標 に 対 応 す る 音 響 ビ ッ ト を 受 信 し 、
自 動 車 の 第 １ の 指 標 の 第 １ の 位 置 情 報 を 読 み と り 、
第 ２ の プ レ ー ヤ ー の 運 転 す る 自 動 車 の 第 ２ の 指 標 の 第 ２ の 位 置 情 報 を 読 み と り 、
前 記 第 １ の 位 置 情 報 と 前 記 第 ２ の 位 置 情 報 を 比 較 し 、
前 記 第 １ の 位 置 情 報 が 前 記 自 動 車 の 第 １ の 指 標 が 前 記 自 動 車 の 第 ２ の 指 標 の 近 く に あ る

こ と を 示 す 場 合 は 前 記 受 信 し た 音 響 ビ ッ ト に 対 応 す る 音 響 を 発 生 す る 、 方 法 。

前 記 音 響 が 話 さ れ た 言 葉 に 対 応 す る 請 求 項 １ １ 記 載 の 方 法 。

前 記 音 響 ビ ッ ト が 状 態 テ ー ブ ル に 記 憶 さ れ る 請 求 項 １ １ 記 載 の 方 法 。

前 記 第 １ と 第 ２ の 位 置 情 報 が 状 態 テ ー ブ ル に 記 憶 さ れ る 請 求 項 １ １ 記 載 の 方 法 。

ゲ ー ム ユ ニ ッ ト ネ ッ ト ワ ー ク に お け る ゲ ー ム ユ ニ ッ ト に 音 響 を 生 成 す る シ ス テ ム で あ っ
て 、

第 １ の ゲ ー ム ユ ニ ッ ト か ら ゲ ー ム ユ ニ ッ ト ネ ッ ト ワ ー ク 上 で 第 １ の プ レ ー ヤ ー の 運 転 す
る 自 動 車 の 指 標 に 対 応 す る 音 響 ビ ッ ト を 受 信 す る 手 段 と 、

自 動 車 の 第 １ の 指 標 の 第 １ の 位 置 情 報 を 読 み と る 手 段 と 、
第 ２ の プ レ ー ヤ ー の 運 転 す る 自 動 車 の 第 ２ の 指 標 の 第 ２ の 位 置 情 報 を 読 み と る 手 段 と 、
前 記 第 １ の 位 置 情 報 と 前 記 第 ２ の 位 置 情 報 を 比 較 す る 手 段 と 、
前 記 第 １ の 位 置 情 報 が 前 記 自 動 車 の 第 １ の 指 標 が 前 記 自 動 車 の 第 ２ の 指 標 の 近 く に あ る

こ と を 示 す 場 合 は 前 記 受 信 し た 音 響 ビ ッ ト に 対 応 す る 音 響 を 発 生 す る 手 段 と 、 を 備 え た シ
ス テ ム 。

前 記 音 響 ビ ッ ト を 受 信 す る 手 段 が コ ン ピ ュ ー タ メ モ リ を 備 え る 請 求 項 １ ５ 記 載 の シ ス テ
ム 。

前 記 コ ン ピ ュ ー タ メ モ リ が 状 態 テ ー ブ ル を 備 え る 請 求 項 １ ６ 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 第 １ の 位 置 情 報 を 読 み と る 前 記 手 段 が 第 １ の 指 標 の 三 次 元 座 標 を 決 定 す る た め の 命
令 を 備 え る 請 求 項 １ ５ 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 第 ２ の 位 置 情 報 を 読 み と る 前 記 手 段 が 第 ２ の 指 標 の 三 次 元 座 標 を 決 定 す る た め の 命
令 を 備 え る 請 求 項 １ ５ 記 載 の シ ス テ ム 。



【 請 求 項 ２ ０ 】

【 請 求 項 ２ １ 】
　

【 請 求 項 ２ ２ 】
　
【 請 求 項 ２ ３ 】
　
　

　
　

【 請 求 項 ２ ４ 】
　

【 請 求 項 ２ ５ 】
　

【 請 求 項 ２ ６ 】
　

【 請 求 項 ２ ７ 】
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ネ ッ ト ワ ー ク 化 さ れ た ア ー ケ ー ド ゲ ー ム に お け る ゲ ー ム プ レ ー ヤ ー の 名 前 を 表 示 す る シ ス
テ ム で あ っ て 、
ネ ッ ト ワ ー ク 化 さ れ た ア ー ケ ー ド ゲ ー ム に お け る 前 記 ゲ ー ム プ レ ー ヤ ー の 名 前 を 含 む 第 １
の メ モ リ と 、
前 記 第 １ の メ モ リ か ら 前 記 ゲ ー ム プ レ ー ヤ ー の 名 前 を 読 み と り 前 記 ゲ ー ム プ レ ー ヤ ー の 名
前 を 各 プ レ ー ヤ ー の 画 面 上 の 指 標 の 近 傍 に 固 定 の フ ォ ン ト サ イ ズ で 表 示 す る た め の 命 令 と
、 を 備 え た シ ス テ ム 。

前 記 ネ ッ ト ワ ー ク 化 さ れ た ア ー ケ ー ド ゲ ー ム が 自 動 車 運 転 ゲ ー ム で あ り 前 記 指 標 が 自 動
車 で あ る 請 求 項 ２ ０ 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 メ モ リ が 状 態 テ ー ブ ル を 備 え る 請 求 項 ２ ０ 記 載 の シ ス テ ム 。

ゲ ー ム ユ ニ ッ ト 内 に お い て プ レ ー ヤ ー の 名 前 を 表 示 す る 方 法 で あ っ て 、
第 １ の プ レ ー ヤ ー の 名 前 を 第 １ の ゲ ー ム ユ ニ ッ ト か ら 第 ２ の ゲ ー ム ユ ニ ッ ト の メ モ リ へ

送 信 し 、
第 １ の プ レ ー ヤ ー の 名 前 を 前 記 メ モ リ か ら 読 み と り 、
第 １ の プ レ ー ヤ ー の 名 前 を 該 プ レ ー ヤ ー に よ り 制 御 さ れ る 対 象 物 の ビ デ オ 画 像 の 近 傍 に

固 定 の フ ォ ン ト サ イ ズ で 表 示 す る 方 法 。

前 記 ゲ ー ム ユ ニ ッ ト が 自 動 車 運 転 ゲ ー ム で あ り 前 記 対 象 物 の ビ デ オ 画 像 が 自 動 車 の ビ デ
オ 画 像 で あ る 請 求 項 ２ ３ 記 載 の 方 法 。

前 記 メ モ リ が 、 ラ ン ダ ム ア ク セ ス メ モ リ 、 ハ ー ド デ ィ ス ク 、 及 び フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か
ら な る 群 か ら 選 ば れ る 請 求 項 ２ ３ 記 載 の 方 法 。

前 記 第 １ の プ レ ー ヤ ー の 名 前 が 前 記 対 象 物 の 前 記 ビ デ オ 画 像 の 上 方 に 表 示 さ れ る 請 求 項
２ ３ 記 載 の 方 法 。

ゲ ー ム ユ ニ ッ ト 内 に お い て プ レ ー ヤ ー の 名 前 を 表 示 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
第 １ の プ レ ー ヤ ー の 名 前 を 第 １ の ゲ ー ム ユ ニ ッ ト か ら 第 ２ の ゲ ー ム ユ ニ ッ ト の メ モ リ へ

送 信 す る 手 段 と 、
第 １ の プ レ ー ヤ ー の 名 前 を 前 記 メ モ リ か ら 読 み と る 手 段 と 、
第 １ の プ レ ー ヤ ー の 名 前 を 該 プ レ ー ヤ ー に よ り 操 作 さ れ る 対 象 物 の ビ デ オ 画 像 の 近 傍 に

固 定 の フ ォ ン ト サ イ ズ で 表 示 す る 手 段 と 、 を 備 え る シ ス テ ム 。


	header
	written-amendment

